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議会運営委員会会議録 

 

開閉日時 平成 21 年９月 14 日（月） 午前 10 時 00 分～午前 10 時 37 分 

会  場 委員会室        

 

１．出席者 

３番 杉 浦 敏 和、 ８番 内 藤 皓 嗣、 

１４番 井 端 清 則、１８番 小野田 由紀子 

   オブザーバー 議 長、副議長、 

１６番 神 谷  宏、   ７番 杉 浦 康 之、 ９番 神 谷 ル ミ 

 

２．欠席者 

   なし 

 

３．傍聴者 

   幸前信雄、杉浦辰夫、北川広人、水野金光、内藤とし子、岡本邦彦、 

小嶋克文  

 

４．説明のため出席した者 

   市長、行政管理部長、文書管理ＧＬ  

 

５．職務のため出席した者 

   議会事務局長、書記２名 

 

６．付議事項 

 １ 平成２１年９月定例会について 

  （１）議案の説明について 

  （２）議案の取り扱いについて 

  （３）議席の指定について 
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（４）常任委員会委員の選任について 

  （５）議会運営委員会委員の選任について 

  （６）外郭団体等特別委員会委員の選任について 

  （７）衣浦衛生組合議会議員の補欠選挙について 

  （８）一般質問の受付及び方法について 

  （９）決算特別委員会委員の選任について 

  （10）請願書、陳情書及び意見書（案）の取り扱いについて 

 ２ その他 

 

委員長挨拶 

市長挨拶 

議長挨拶 

 

《議 題》 

１ 平成２１年９月定例会について 

（１）議案の説明について 

行政管理部長 それでは、９月定例会に付議させていただきます案件について、

御説明申し上げます。案件といたしましては、一般議案７件、補正予算５件、

認定１０件、報告１件の計２３件をお願いするものでございます。初めに、議

案第５４号、愛知県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減

少及び愛知県後期高齢者医療広域連合規約の変更は、西春日井郡春日町を廃し、

平成２１年１０月１日から、その区域を清須市に編入することに伴い、愛知県

後期高齢者医療広域連合規約について、所要の規定の整備を行うものでござい

ます。議案第５５号、愛知県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体

の数の減少及び愛知県市町村職員退職手当組合規約の変更は、同じく、西春日

井郡春日町を廃し、平成２１年１０月１日から、その区域を清須市に編入する

こと及び海部地区休日診療所組合の名称変更に伴い、愛知県市町村職員退職手

当組合規約について、所要の規定の整備を行うものでございます。なお、議案

第５４号及び議案第５５号は、春日町の清須市への編入日が１０月１日でご
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ざいますことから、それ以前に規約改正を行う必要がございますので、初日

に御議決賜りますよう、お願い申し上げるものでございます。次に、議案第

５６号、高浜市国民健康保険条例の一部改正は、健康保険法施行令等の一部改

正に伴い、国民健康保険の被保険者等が、平成２１年１０月１日から平成２３

年３月３１日までの間に出産した場合における出産育児一時金について、額の

引き上げを行うものでございます。議案第５７号、高浜市みんなでまちをきれ

いにしよう条例の一部改正は、罰則規定の適用に際しての条文解釈を明確にす

るため、落書きの定義及びふんの放置及び投棄の禁止規定について、条文の整

備を行うものでございます。議案第５８号、市道路線の認定は、開発行為によ

り設置された道路の市への帰属に伴い、新たに、３路線を市道路線として認定

するものでございます。議案第５９号、高浜市コミュニティプラザの設置及び

管理に関する条例の一部改正は、高浜市コミュニティプラザに、新たに、高浜

小学校区に設置する高浜ふれあいプラザを加えるとともに、一般の利用に供す

るふれあいスペースについて、利用の許可及び使用料の額を定めるものでござ

います。議案第６０号、損害賠償額の決定は、公用車に起因する物損事故に関

し、損害賠償額を決定し、示談を成立させるものでございます。次に、議案第

６１号、一般会計補正予算（第５回）は、予算書の５ページをお願いをいたし

ます。歳入、歳出、それぞれ１，９８０万９，０００円を追加し、補正後の予

算総額を、１３１億１２８万円とするものでございます。主な内容を申し上げ

ますと、歳入では、予算書の４６ページをお願いいたします。初めに、８款１

項１目、地方特例交付金は、自動車取得税交付金の減収を補てんするため、減

収補てん特例交付金（自動車取得税交付金分）が、新たに創設されたこと等に

より、２，７９２万３，０００円を増額するものでございます。次に、１３款

２項２目、民生費国庫補助金は、地域生活支援事業費等補助金として１９９万

円、セーフティネット支援対策等事業費補助金として２０５万２，０００円、

続きまして、４８ページを御覧いただきますと、母子家庭自立支援給付金事業

費補助金として１０５万７,０００円、計５０９万９，０００円を計上いたして

おります。同じく、６目、教育費国庫補助金では、安心・安全な学校づくり交

付金として６２２万４，０００円、地域活性化・公共投資臨時交付金として、
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小学校、中学校、幼稚園及び公民館のデジタル放送対応工事に対し４３５万５，

０００円、子育て支援対策臨時特例交付金として、保育所型認定こども園の幼

稚園機能を運営する事業者に対し２０４万円、計１，２６１万９，０００円を

計上いたしております。次に、歳出につきましては、予算書の５２ページをお

願いいたします。初めに、２款１項３目、市民活動支援費では、がんばる商店

街推進事業費補助金として、人形小路の本気でまちづくり事業等に対し２００

万円を計上いたしております。同じく、２０目、構造改革推進費では、（仮称）

高浜ふれあいプラザの管理を高浜まちづくり協議会へ委託する経費として２８

９万１，０００円、高浜まちづくり協議会の事業に対する地域内分権推進事業

交付金として２９９万３，０００円を計上いたしております。次に、３款１項

１１目、生活援助費では、住宅手当緊急特別措置事業として、住宅を喪失して

いる離職者等の住宅及び就労機会確保のため、住宅手当給付金２０５万２，０

００円を計上いたしております。予算書の５４ページをお願いいたします。３

款２項３目、家庭支援費では、母子家庭高等技能訓練促進費として、母子家庭

の母に対する資格取得支援等のため１４１万円を計上いたしております。次に、

１０款２項、小学校費、１０款３項、中学校費から予算書の５６ページの１０

款４項、幼稚園費、１０款５項、社会教育費までは、小学校５校、中学校２校、

幼稚園４園及び中央公民館のデジタル放送対応工事費として１，５１１万６，

０００円を計上いたしましたほか、認定こども園幼稚園機能運営費補助金４０

８万円などを計上いたしております。次に、議案第６２号、国民健康保険事業

特別会計補正予算(第１回)は、予算書の６５ページ以降になりますが、主に、

前年度繰越金の額の確定に伴う調整のほか、給付実績の見込み増に基づき、一

般被保険者療養給付費等の保険給付費を増額するとともに、社会保険診療報酬

支払基金からの通知額に基づく後期高齢者支援金等の増額並びに老人保健拠出

金及び介護納付金の減額等に係る補正でございます。次に、議案第６３号、老

人保健特別会計補正予算(第１回)は、前年度繰越金の額の確定に伴う調整のほ

か、平成２０年度の老人保健医療費交付金の精算に伴う返還金の増額に係る補

正でございます。次に、議案第６４号、介護保険特別会計補正予算（第１回）

は、保険事業勘定では、前年度繰越金の額の確定に伴い、一般会計繰入金、基
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金繰入金の減額及び基金への積立てを行うもので、介護サービス事業勘定では、

繰越金の額の確定に伴う一般会計繰入金の減額に係る補正でございます。次に、

議案第６５号、後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回）は、１１１ページ

以降になりますけれども、主に前年度繰越金の額の確定に伴う調整のほか、本

算定の結果を踏まえた保険料収入の増額及びこれに伴う後期高齢者医療広域連

合納付金の増額等に係る補正でございます。続きまして、認定第１号から認定

第１０号までは、平成２０年度の一般会計ほか、７特別会計及び２企業会計の

決算認定でございます。決算書の２ページ、平成２０年度高浜市会計別決算総

括表をお願いをいたします。初めに、一般会計では、歳入決算額は１３７億６，

４５２万８，１９６円で、予算現額に対する決算額の比率は９８．２％でござ

います。歳出決算額は１２９億４，６８８万７，７３６円で、予算現額に対す

る決算額の比率は９２．４％でございます。実質収支につきまして、決算書の

２１４ページ 実質収支に関する調書をお願いをいたします。歳入歳出差引額

８億１，７６４万４６０円から、翌年度へ繰越すべき財源９，７２４万９，０

００円を差し引きますと、実質収支額は７億２，０３９万１，４６０円でござ

います。申し訳ございません。戻っていただきまして、決算書の２ページをお

願いをいたします。特別会計につきましては、７特別会計の合計として、歳入

決算額は７１億２５８万６，４４３円、歳出決算額は６７億１，３８４万３，

２２１円で、歳入歳出差引残高は３億８，８７４万３，２２２円でございます。

続きまして、企業会計でございますが、初めに水道事業会計は、収入決算額は

７億７，８２９万４，５８２円で、対前年度比は９８．８％、支出決算額は７

億１０９万１，２２２円で、対前年度比は９９．４％でございます。次に、病

院事業会計は、収入決算額は１０億３，８９２万３，５６２円で、対前年度比

は１６５．８％、支出決算額は１４億８，７０８万４，８５４円で、対前年度

比は１１４．９％でございます。最後になりますが、報告第１１号、平成２０

年度健全化判断比率及び公営企業資金不足比率は、地方公共団体の財政の健全

化に関する法律の規定に基づき、健全化判断比率及び公営企業資金不足比率を

御報告させていただくものでございます。以上のとおりでございますが、後日、

中学卒業までのこども医療費の無料化を実施するための条例改正案１件と補正
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予算案１件を、追加提案をさせていただく予定がございますので、これにつき

ましても御配慮賜りますようお願い申し上げます。 

委員長 ただいま、当局より説明がありましたとおり、一般議案７件、補正予

算５件、決算認定１０件、報告１件であります。ただいまの説明に対する質疑

を許します。 

 

 質 疑 な し 

委員長 ないようでしたら、市長挨拶。 

 

 市長挨拶 

 

委員長 ありがとうございました。当局の方は、御退席をお願いいたします。 

 

（２）議案の取り扱いについて 

事務局 それでは、説明させていただきます。９月定例会の会期及び会議日程

につきましては、既に４月７日及び６月１６日開催の議会運営委員会で決定を

いただいておりますが、会期につきましては、９月２４日から１０月２０日ま

での２７日間でございます。議案の取り扱いにつきましては、９月２４日の本

会議初日において、市長の所信表明演説を行った後、議案第５４号及び議案第

５５号を即決で願い、その後、議案の上程、説明をいただき、報告第１１号の

報告を受けます。９月２９日（第２日目）と３０日（第３日目）の２日目は、

一般質問を行い、一般質問終了後に関連質問を願い、１０月２日の第４日目は、

総括質疑、決算特別委員会の設置、議案の委員会付託をお願いいたします。１

０月５日から７日までの３日間は、決算特別委員会において、認定第１号から

認定第１０号までの付託案件の審査を願い、１０月１３日の総務建設委員会に

おいては、議案第５６号から議案第５８号の条例等の関係の３議案並びに議案

第６１号から議案第６３号及び第６５号の補正予算関係の４議案を審査願い、

１０月１４日の福祉文教委員会におきましては、議案第５９号及び議案第６０

号の条例等関係の２議案並びに議案第６１号及び議案第６４号の補正予算関係
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の２議案を審査願い、最終日の１０月２０日は、委員長報告、委員長報告に対

する質疑、討論、採決の順に行います。なお、お手元の方に配布させていただ

いております会期及び会議日程（変更）を御覧いただきたいと存じますが、こ

のたびの市議会議員補欠選挙に関しまして、初日、９月２４日の付議事項欄に、

議会運営委員会委員の選任、衣浦衛生組合議会議員の補欠選挙を追加させてい

ただいております。また、本会議初日に報告が１件、第１１号ですが、当局よ

り提出されておりますので、報告も追加させていただいておりますので、よろ

しくお願いしたいと思います。変更後の９月定例会の会期及び会議日程につき

ましては、議運終了後、全議員様及び関係者に配布させていただきます。 

委員長 ただいま、事務局が説明がありました（案）のとおりに、決めさせて

いただいてよろしいでしょうか。 

 

 異 議 な し 

 

委員長 異議もないようですので、（案）のとおり、決定させていただきます。 

 

（３）議席の指定について 

委員長 この件につきましては、９月８日に開催いたしました議会運営委員会

で御承認をいただいておりますが、杉浦康之議員は議席番号７、神谷ルミ議員

は議席番号９ということで、本会議の初日に議長から指定することでよろしい

でしょうか。 

 

 異 議 な し 

 

委員長 異議もないようですので、そのように決定させていただきます。 

 

（４）常任委員会委員の選任について 

委員長 この件につきましても、９月８日に開催いたしました議会運営委員会

で御承認をいただいておりますが、杉浦康之議員は福祉文教委員会委員、神谷
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ルミ議員は総務建設委員会委員ということで、本会議の初日に議長から指名す

ることでよろしいでしょうか。 

 

 異 議 な し 

 

委員長 異議もないようですので、そのように決定させていただきます。 

 

（５）議会運営委員会委員の選任について 

委員長 この件につきましても、９月８日に開催いたしました議会運営委員会 

で御承認をいただいておりますが、杉浦康之議員を、本会議の初日に議長から

指名することでよろしいでしょうか。 

 

 異 議 な し 

 

委員長 異議もないようですので、そのように決定させていただきます。 

 

（６）外郭団体等特別委員会委員の選任について 

委員長 この件につきましても、９月８日に開催いたしました議会運営委員会

で御承認をいただいておりますが、神谷ルミ議員を、本会議の初日に議長から

指名することでよろしいでしょうか。 

 

 異 議 な し 

 

委員長 異議もないようですので、そのように決定させていただきます。 

 

（７）衣浦衛生組合議会議員の補欠選挙について 

委員長 この件につきましても、９月８日に開催いたしました議会運営委員会 

で御承認をいただいておりますが、杉浦康之議員を、本会議の初日に議長から

指名することでよろしいでしょうか。 
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 異 議 な し 

 

委員長 異議もないようですので、そのように決定させていただきます。 

 

（８）一般質問の受付及び方法について 

委員長 一般質問の受付は、議会運営に関する申合せにより、９月１５日火曜

日の午前８時３０分から、９月１８日金曜日の午後５時までとします。質問の

順序は受付順といたします。ただし、９月１５日の午前８時３０分以前に２人

以上ある場合は、抽選により質問の順序を決めさせていただきます。これに異

議ございませんか。 

 

 異 議 な し 

 

委員長 異議もないようですので、そのように決定させていただきます。 

 

（９）決算特別委員会委員の選任について 

事務局 決算特別委員会委員の構成委員は、４年間の構成表及び９月８日に開

催されました議会運営委員会で、お決めをいただいておりますので、構成委員

について御報告させていただきます。決算特別委員会委員は、幸前信雄議員、

杉浦敏和議員、北川広人議員、鈴木勝彦議員、神谷ルミ議員、寺田正人議員、

内藤とし子議員、井端清則議員、小野田由紀子議員、の９名となっております。 

委員長 ただいま、事務局から報告がありましたが、委員の構成について、御

意見がございましたらお願いいたします。 

意（１８） 先回もお願いしたと思うんですけれども、今回は従来どおりです

と私がということになっておりますけれども、うちの場合は小嶋克文議員が監

査委員をさせていただいた時に、私が代理で決算特別委員会委員にさせていた

だいておりましたので、この関係で小嶋議員が１回減っておりますので、今回

交代させていただいて、小嶋議員にやっていただきたいと、これをお願いした
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いと思いますので、お願いいたします。 

意（３） 市政クラブのほうもそうですけど、北川広人議員が監査委員という

ことで、内藤皓嗣議員と入れ替えをさせてもらいたいと思います。 

委員長 それでは公明党さんより小野田由紀子議員にかえて小嶋克文議員を、

そして市政クラブさんより北川広人議員にかえて私、内藤を、ということに申

し出がございましたけども、このように変更させていただいてよろしいでしょ

うか。 

 異 議 な し 

 

委員長 異議もないようですので、そのように変更いたしました９名を議長よ

り指名することに、異議ございませんか。 

 

 異 議 な し 

 

委員長 異議もないようですので、そのように決定いたします。 

 

（10）請願書、陳情書及び意見書（案）の取り扱いについて 

委員長 本日までに提出のありましたのは、陳情書４件、であります。まず、

陳情第３号「学級規模の縮小と次期定数改善計画の実施を求める陳情」につき

まして、どこの委員会に付託するか、御発言を願います。 

意（３） 学級規模の縮小と次期定数改善計画の実施を求める陳情書、福祉文

教委員会にお願いします。 

委員長 ただいま、発言をいただきましたように、陳情第３号について、福祉

文教委員会に付託することにして、よろしいでしょうか。 

 

 異 議 な し 

 

委員長 異議もないようですので、そのように決定させていただきます。次に、

陳情第４号「国の私学助成の拡充に関する意見書の提出を求める陳情」につき
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まして、どこの委員会に付託するか、発言をお願いいたします。 

意（３） 陳情第４号、これも福祉文教委員会に付託でよろしいと思います。 

委員長 ただいま、発言がありましたが、陳情第４号について、福祉文教委員

会に付託することとして、よろしいでしょうか。 

 

異 議 な し 

 

委員長 異議もないようですので、そのように決定させていただきます。次に、

陳情第５号「愛知県の私学助成の拡充に関する意見書の提出を求める陳情」に

ついて、どこの委員会に付託するか、御発言を願います。 

意（３） 陳情第５号についても、福祉文教委員会でお願いします。 

委員長 ただいま発言がありました、陳情第５号について、福祉文教委員会に

付託することとして、よろしいでしょうか。 

 

異 議 な し 

 

委員長 異議もないようですので、そのように決定させていただきます。次に、

陳情第６号「市町村独自の私学助成の拡充を求める陳情」について、どこの委

員会に付託するか、御発言を願います。 

意（３） こちらも福祉文教委員会にお願いします。 

委員長 ただいま発言がありましたように、陳情第６号について、福祉文教委

員会に付託することとして、よろしいでしょうか。 

 

異 議 な し 

 

委員長 異議もないようですので、そのように決定させていただきます。 

 

２ その他 

委員長 まず、各常任委員会における自由討議の実施の件ですが、１０月２日
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の総括質疑終了後に各派会議を開催し、その後、議会運営委員会で決定するこ

とになっておりますが、９月定例会での実施について、御意見がありましたら

お願いいたします。 

意（３） 先ほど行政管理部長の説明を聞いたところ、９月議会の委員会では

自由討議は実施しなくてもよいと考えますが、いかがでしょうか。 

委員長 ただいま、３番から意見がありましたけども、ほかに意見がありまし

たらお願いいたします。 

意（１４） 持ち帰って検討します。 

委員長 それでは、持ち帰って検討という意見がございましたので、１０月２

日の総括質疑終了後の各派会議で検討していただくということで、お願いした

いと思います。事務局より発言を求められておりますので、これを許可します。 

事務局長 それでは、５点ほどお願いしたいと存じます。１点目は、例年でご

ざいますけども、決算特別委員会の初日、今回は１０月５日になりますけども、

月曜日でございますけど、午後に証憑書類の審査をしていただくわけでござい

ますけども、めどといたしましては、午後５時までといたしたいと考えており

ます。ただし、時間延長を御希望される場合は、おおむね午後４時頃までを目

安といたしまして、事務局まで御連絡いただきたいと存じます。最大、７時頃

まで延長をいたしたいと考えております。なお、延長時の対応職員は、監査委

員事務局長、会計管理者、私の３人でさせていただきますので、その点御理解

いただいて、よろしくお願いしたいと存じます。２点目でございますけども、

先の話になりますけども、８月の人事院勧告に伴う臨時会を１１月１８日告示、

議会運営委員会を開催し、そして１１月２５日、水曜日になりますけども臨時

会の開催を、現在のところ予定しておりますので、御予定のほどお願いしたい

と存じます。３点目に、１２月定例会の日程（案）でございます。この件につ

きましては、正式には１０月１４日開催の福祉文教委員会の終了後、またはも

し委員協議会が開催されれば、その終了後の議会運営委員会で決めていただく

わけでございますけども、今回９月定例会が例年より遅く開催されて、１０月

２０日が最終日になります。この関係で先に１２月議会の案を提出させていた

だきます。お手元の方に１２月定例会の会期及び会議日程（案）を配布させて
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いただいておりますので、御覧いただきたいと存じます。会期は、１２月４日 

から１２月２１日、月曜日までの１８日間で各日程については、（案）のとおり

でございますので、よろしくお願いしたいと存じます。本日はこの（案）の提

示のみで、正式には１４日に協議していただきますので、よろしくお願い申し

上げます。４点目は、過日、議員から御指摘をいただいておりました、補正予

算における付託委員会の明確化につきまして、本日、補正予算所管委員会一覧

表なるものを作成いたしましたので、配布させていただいております。３委員

会から２委員会へ変更になっており、以前みたいに不明確なところは少ないと

思いますが、参考にしていただきたいと存じます。なお、表を見ていただき、

ここはこうしたほうが良いと思われるところがございましたら、後日でも結構

でございますので、御指摘のほうお願いしたいと存じます。今回ちょっと、字

が小さくてまことに申し訳ございません。表裏２ページでつくっております。

なにしろ、以前は３委員会でございましたけども、今回２委員会でございます。

総務建設と福祉文教しかございませんけども、款項目、それから事業で分けて

おります。歳入、歳出、そういうふうにさせていただいておりますので、よろ

しくお願い申し上げます。特別会計につきましては、歳入、歳出一括でござい

ますので、その後ろのほうにどちらの委員会になるか、書いてございますので、

よろしくお願いいたします。５点目は、１０月５日から７日までの決算特別委

員会の初日の５日につきまして、代表監査委員より業務の都合により出席がで

きないとの申し出がありましたことを、報告させていただきます。私のほうか

ら正式に出席依頼を後日出させていただきますけども、５日の第１日目、委員

長選出、それから現地視察等がございますけども、この５日だけにつきまして

は、監査委員、申し出が事前にありました。よろしくお願い申し上げます。以

上、５点でございます。よろしくお願いしたいと存じます。 

委員長 事務局からそれぞれ発言がありましたが、そのようにさせていただき

ますので、よろしくお願いいたします。次に、次回の議会運営委員会において、

１２月定例会の日程を決定いたしたいと思いますので、その開催日を御協議い

ただきたいと思います。案といたしましては、１０月１４日の水曜日、福祉文

教委員会終了後、またその後、委員協議会が開催されるようであれば、福祉文
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教委員協議会終了後に開催いたしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

 異 議 な し 

 

委員長 それでは、１０月１４日、福祉文教委員会終了後、また、委員協議会

が開催されるようであれば、福祉文教委員協議会終了後に開催するということ

で、よろしくお願いいたします。ほかに皆様のほうで何かありましたらお願い

いたします。 

意（３） 確認ですけども、クールビズ、例年９月末というか９月議会までと

いうのか、そういうことで展開がされて、現在そのようにさせていただいてお

りますけども、今回９月議会が１０月にまたぎますけども、９月いっぱいまで

クールビズで、１０月からは上着、ネクタイ着用ということでよろしいですか。

１０月２日、議会前に写真撮影というような御案内がございましたけども、ネ

クタイ、上着着用ということでよろしいでしょうか。 

事務局長 私のほうは、以前から６月から９月までクールビズ、１０月に入り

ましたらもとへ戻るというような考え方をさせていただいております。当然、

当局のほうもそのような格好になってまいりますので、そのように議会のほう

もお願いしたいと存じます。今、杉浦議員のほうから御指摘がございました、

予定表に１０月２日の後ろに写真撮影となっております。これにつきましては、

新しく皆さんメンバー変わってお見えになりますので、一度撮らせていただき

たいと考えております。本来は初日に撮るべきでございますけども、このクー

ルビズがございましたので、１０月２日に変えさせていただいておりますので、

その辺御理解いただきたいと存じます。 

委員長 それでは３番議員、また事務局よりも話がありましたように、クール

ビズは９月末までということで、１０月からはもとに戻るということで御了解

いただきたいと思います。 

 

委員長挨拶 
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閉会 午前１０時３７分 

 

議会運営委員会委員長 


